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平成14年の刑法犯認知件数は285万3,739件で，140万件前後であった昭和期の約2倍となり，戦後最多を

記録した（図3-1）。

また，その内容も，重要凶悪事件の多発，ひったくり等の街頭犯罪や侵入犯罪の増加，少年非行の深刻化，

来日外国人等による組織犯罪の多発等，極めて憂慮すべき状況にある。

検挙件数は，平成に入り70万件前後で推移していたが，14年には59万2,359件となっている。検挙人員は，

平成に入り最多の34万7,558人である。

警察では，刑法犯のうち，個人の生命，身体及び財産を侵害する度合いが高く，国民の脅威となっている重

要犯罪（殺人，強盗，放火，強姦の凶悪犯に略取・誘拐，強制わいせつを加えたものをいう。以下同じ。），重

要窃盗犯（窃盗犯のうち，侵入盗，自動車盗，ひったくり，すりをいう。以下同じ。）の検挙に重点を置いた

捜査活動を行っている。

q重要犯罪の認知・検挙状況
重要犯罪の認知件数は，平成10年までほぼ横ばいで推移していたが，11年以降急激に増加している。検挙

件数・検挙人員は，増加傾向で推移している（図3-2）。罪種別では，強盗，強制わいせつの増加が目立つ。

厳しさを増す犯罪情勢

（1）刑法犯の認知・検挙状況
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図3-1 刑法犯の認知・検挙状況の推移（昭和21～平成14年）

（2）重要犯罪及び重要窃盗犯の認知・検挙状況



w重要窃盗犯の認知・検挙状況
重要窃盗犯の認知件数は，10年まで30万件台から33万件台で推移していたが，11年以降急激に増加してい

る。検挙件数は，11年に20万件を切った後減少を続けていたが，14年には増加に転じた。検挙人員は2万人

台で推移しているものの，わずかながら減少傾向を示している（図3-3）。手口別にみると，住宅対象の侵入盗

の増加が目立っている。

国民が身近に不安を感じている路上強盗，ひったくり等の街頭犯罪，侵入盗，侵入強盗等の侵入犯罪が，近

年急激に増加している（図3-4，図3-5，図3-6）。
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図3-2 重要犯罪の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）

（件） （人） 

区分 
年次 

336,235 

224,499 

27,114

325,987 

234,735 

26,475

313,922 

231,226 

24,423

301,310 

216,794 

24,023

305,328 

208,847 

24,213

330,369 

213,261 

24,533

367,174 

197,011 

24,533

423,281 

140,351 

22,126

443,502 

120,183 

22,493

478,476 

133,960 

22,425

認知件数（件） 

検挙件数 

検挙人員（人） 

141312111098765

0

200,000

400,000

600,000

0

10,000

20,000

30,000

認知件数 検挙人員 検挙件数 

図3-3 重要窃盗犯の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）

（3）街頭犯罪・侵入犯罪の認知・検挙状況
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街頭犯罪は，少年による犯行が多く，平成14年は，路上強盗の検挙人員の63.0％，ひったくりの検挙人員

の68.6％が，それぞれ少年である。

侵入犯罪は，一般住宅や風俗店等に押し入り在室している者をガムテープ等で縛り現金や貴金属を強取する

緊縛強盗事件や，深夜に会社事務室等に侵入し大型金庫ごと盗み出す窃盗事件等，来日外国人による凶悪で大

胆な組織的犯行が目立っている。また，地理に不案内な来日外国人に対して暴力団等が案内役等を担当すると

いった，背後に暴力団等が介在する事例もみられる。

これらの犯罪の発生を抑止するため，14年11月に警察庁は「街頭犯罪等抑止総合対策室」を設置するとと

もに，都道府県警察は，地域の実情に応じた対策を実施している。
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図3-4 路上強盗の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）
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図3-5 ひったくりの認知・検挙状況の推移（平成5～14年）
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図3-6 侵入盗の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）

13年12月から14年3月までの間，少年ら9人は，埼玉県等4県下において，帰宅途中の男性を金属バッ

トで殴打して金品を強取する強盗事件等を連続的に敢行していた。3月，少年ら9人を強盗罪等で検挙した（埼玉，茨城，

栃木，群馬）。

事例1

13年11月から14年6月までの間，少年ら16人は，オートバイを利用し，通行人のバッグ等を窃取する

ひったくり事件を敢行していた。なかには，強盗致傷事件に発展する事件もあった。6月までに，少年ら16人を強盗致傷

罪等で検挙した（石川）。

事例2

12年1月から13年7月までの間，中国人の男（40）らは，窃盗グループを組織し，暴力団員を通じて日

本人の運転・通帳引出し役を調達した上，17県下の広域にわたり，金庫破り，空き巣ねらい等を繰り返していた。14年

1月までに，中国人12人，日本人16人を窃盗罪等で検挙し，窃盗163件，通帳詐欺62件（被害総額2億820万円相当）

を解決した（愛知，広島，長崎）。

事例3
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殺人の認知件数は1,300件前後で横ばいとなっている。検挙件数も1,200件前後から1,300件前後で推移し

ており，検挙率については，95％前後を維持している（図3-7）。

平成14年には，福岡県糸島郡における人質立てこもり・殺人等事件，世田谷区における国会議員殺人事件

等が発生し，国民に大きな衝撃を与えたほか，保険金を目的とした事件や，衝動的，短絡的に敢行された事件

等が多発し，国民の治安に対する不安感を増大させた。

重要凶悪事件への取組み
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図3-7 殺人の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）

（1）殺人の認知・検挙状況

14年9月，男（36）は，福岡県糸島郡において，家人を人質にして民家に立てこもり，少女を刃物で殺

害し，女性に傷害を負わせた。男を殺人罪等で検挙した（福岡）。

事例1

14年10月，男（48）は，世田谷区の国会議員の自宅敷地内において，同議員を刃物で殺害した。同月，

男を殺人罪で検挙した（警視庁）。

事例2

14年4月，男（46）は，守口市内において，女（34）からの依頼を受け，その夫を殺害して生命保険金

を詐取しようと企て，同人を殺害した。同月，両名を殺人罪で検挙した（大阪）。

事例3



強盗の認知件数は増加傾向にあり，過去10年間で2.8倍と急増している。検挙件数，検挙人員ともに増加し

ている（図3-8）。

金融機関対象強盗事件については，平成13年には，青森県で発生した消費者金融における強盗殺人・放火事

件を契機に，金融機関においてガソリン等をまくなどして脅迫し，金品を強取する事件が多発するなど，認知

件数が12年の約2倍となったが，前記青森県の事件の被疑者を検挙した翌14年には，大幅に減少した（図3-9）。

また，10年から急増していた深夜スーパーマーケット対象強盗事件（注）は，14年には減少したが，来日外国

人による広域的，組織的な事件が発生するなどしている（図3-10）。
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（注）深夜スーパーマーケット対象強盗事件とは，午後10時から翌日午前７時までの間に，営業中のコンビニエンスストア等のスーパーマーケットの売上
金等を目的として敢行された強盗事件をいう。

（2）強盗の認知・検挙状況
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図3-8 強盗の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）
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図3-9 金融機関対象強盗の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）
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犯罪の広域化・スピード化が進むなかで，迅速・的確な初動捜査により，犯人を現場やその周辺で逮捕し，

あるいは現場にある証拠物や参考人等の証言等を確保することが，より重要となっている。

各都道府県警察本部には，初動捜査における犯人の検挙等を目的として，機動捜査隊が設置されている。機

動捜査隊には，身の代金目的誘拐事件や人質立てこもり事件等に対する専門的捜査技術と広域的な機動捜査力

を有する広域機動捜査班が設置され，広域犯罪に係る初動捜査力を強化している。さらに，都道府県警察の単

位を越え，広域的に捜査，訓練等を行う関係都道府県警察で構成される広域捜査隊を編成するなど，初動捜査

強化のための体制づくりが行われている。

また，広域重要犯罪の発生時には，指揮系統を一元化し，関係都道府県警察が一体となって捜査を行う「合

同捜査」や，指揮系統の一元化までは行わないが，捜査事項の分担やその他捜査方針の調整を図りつつ捜査を

行う「共同捜査」を積極的に推進している。
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図3-10 深夜スーパーマーケット対象強盗の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）

14年3月，さいたま市内の郵便局において，男（38）は，窓口業務中の局員に対し，ガソリンが入った

ペットボトルを示すなどして脅迫し，現金約200万円を強取した。同月，男を強盗罪で検挙した（埼玉）。

事例1

14年7月，男（34）は，東京駅構内のコンビニエンスストアにおいて，店長に商品を万引きしたのを発

見され逃走し，追跡してきた店長を殺害した。同月，男を強盗殺人罪で検挙した（警視庁）。

事例2

14年2月から4月までの間，ブラジル人の男（20）他8人は，中部，近畿圏の深夜スーパーマーケットに

おいて，金属バットにより店員を脅迫し，現金を強取するなどの強盗事件等を敢行していた。9月までに，9人のうち，8

人を強盗罪等で検挙し，4県下における強盗等11件，被害総額約1,000万円の犯行を確認した（愛知，三重，滋賀，岐阜）。

事例3

（3）捜査体制の整備



q捜査支援システムの活用
○自動車ナンバー自動読取システム

自動車利用犯罪や自動車盗の捜査のために自動車検問を実施する場合，実際に検問が開始されるまでに時間

を要すること，徹底した検問を行えば交通渋滞を引き起こすおそれがあることなどの問題がある。警察庁では，

これらの問題を解決するために，走行中の自動車のナンバーを自動的に読み取り，手配車両ナンバーと照合す

る自動車ナンバー自動読取システムを開発し，整備を進めている。

その結果，多くの自動車盗事件を解決しているほか，殺人，強盗等の凶悪犯罪等の重要犯罪の解決に多大な

効果を上げている。

○指紋自動識別システム・掌紋自動識別システム

指紋自動識別システム及び掌紋自動識別システムは，コンピュータによるパターン認識の技術を応用した捜

査支援システムであり，犯罪現場に遺留された指掌紋から被疑者を特定するための遺留指掌紋照合業務や，検

挙した被疑者の身元や余罪を確認するための押なつ指紋照合業務に活用している（図3-11）。これらのシステ

ムの活用により，殺人，強盗等の重要凶悪事件等の解決に多大な効果を上げているが，刑法犯認知件数が戦後

最多を記録するなど犯罪の増加が著しい現在，これらのシステムがより一層有効に活用され，1件でも多くの

事件解決に資することが期待される。
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（4）科学技術の活用

警察庁 県警察本部 警察署 

専
用
回
線 

逓
　
送 

衛
星
回
線 

専
用
回
線 

指紋情報登録装置 

指紋確認制御装置 

指紋画像入力装置 

人工衛星 

遺留指紋照合装置 

事件現場 

指紋照合装置 

ライブスキャナ 

図3-11 指紋自動識別システムの概要
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w鑑識・鑑定技術の高度化
科学技術の発達，情報化社会の進展等に伴う犯罪情勢の変化に的確に対処し，科学的・合理的な捜査を推進

していくため，鑑識・鑑定への最先端の科学技術の導入等を図ることとしている。

○鑑識資機材の開発・整備と鑑識活動の強化

警察では，科学技術の発達に即応した鑑識資機材の開発・整

備を進めるとともに，機動鑑識隊（班）や現場科学検査班等を

設置・運用し，現場鑑識活動の強化に努めている。また，警察

庁の鑑識資料センターでは，収集した各種資料の分析結果等を

データベース化し，都道府県警察が犯罪現場から採取した微

量・微細な資料と比較照合することによって，資料の性質を解

明し，製造業者を迅速に割り出すなど犯罪捜査に役立てている。

○鑑定技術の高度化

警察では，迅速・的確な鑑定を行うため，様々な鑑定技術の

高度化に努めている。

・フラグメントアナライザーによる新ＤＮＡ型検査法

国際的にも利用されているフラグメントアナライザーと呼ば

れる分析機器を用いた新しいＤＮＡ型検査法の導入により，従

来のＤＮＡ型検査法に比べ個人識別精度が飛躍的に向上すると

ともに，陳旧な血痕や白骨死体の骨組織等の資料からのＤＮＡ

型検出が可能となる。

機動鑑識隊（班）・現場科学検査班等の 
設置・運用及び新型資機材の開発・整備 

犯罪の現場等における鑑識活動 
（現場保存・資料採取・立証措置） 

現場資料の照合・分析 
新型資機材の 
開発・整備 

鑑識資料 
データベース 

容疑者の割出し 

図3-12 鑑識活動の流れ ライブスキャナ

現場鑑識活動

ＤＮＡ型鑑定



（注）ＳＰｒｉｎｇ-８は，財団法人高輝度光科学研究センターが管理・運営する大型放射光施設。

・ＳＰｒｉｎｇ- 8（注）

和歌山毒物混入事件（平成10年）において，その犯行に用いられた毒物と押収された毒物が同一であるこ

とを証明したことで知られるが，薬・毒物，毛髪，繊維，塗膜片等超微量・微細な資料の鑑定が可能である。

○鑑定技術職員の育成

的確な鑑定を行うためには，各鑑定技術職員の知識，技能の修得，向上を図っていかなければならない。

各都道府県警察では，新たに採用した鑑定技術職員に対する各種教養を始め，各職員のレベルに見合った知

識と技能を習得させるための教養を実施するなど，鑑定技術職員の計画的な育成に努めている。また，科学警

察研究所の法科学研修所では，警察において実施する鑑定の高度化，標準化を図るため，都道府県警察の鑑定

技術職員に対する法医学，化学，工学，指紋，写真，足こん跡等各専門分野の研修を実施している。

犯人検挙・事件解決のためには，犯罪捜査に対する国民の理解と協力が不可欠である。しかし，犯罪捜査に

対する国民の意識は変化し，国民の理解と協力を得ることが，従前と比べ困難となりつつある。警察では，各

種広報媒体を積極的に活用し，事件発生時の速やかな通報，聞き込み捜査に対する協力，事件に関する情報提

供等を広く国民に呼び掛けているほか，必要に応じ，指名手配被疑者の写真を掲載したポスターを掲示するな

どの公開捜査を行っている。また，ホームページを設け，事件に関する情報提供を電子メールにより受け付け

ることや，携帯電話サービスを利用して情報提供を呼び掛けることなどを行っている。警察では，今後も，犯

罪捜査に対する国民の理解と協力を得るための取組みを強化していくこととしている。
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（5）国民の協力確保のための取組み

パソコンや携帯電話で［指名手配被疑者］をチェックする方法
次の手順で警察庁「ウォンテッド」または「指名手配」のページを開いてください。
パソコン 警察庁ホームページ http://www.npa.go.jp/wanted/
携帯電話 ｉモード （URL入力）http://www.npa.go.jp/wanted/kt/i/index.htm

ＥＺｗｅｂ EZメニュー→トップメニュー→EZインターネット→ライフ→行政サービス→警察庁指名手配
Ｊｰスカイ J-スカイメイン→生活情報・公共→行政→警察庁指名手配

▲



警察では，平成9年4月以降，組織窃盗対策（注1）を推進している。14年末現在で，各都道府県警察で組織窃

盗事件として316事件を認定し，来日外国人や暴力団員を含む被疑者3,867人を検挙し，6万3,420件（被害総

額805億7,918万円相当）を解決している。

また，各都道府県警察が認定した組織窃盗事件のうち，特に重要な55事件を警察庁登録組織窃盗事件とし

て登録し，全国警察に情報提供を求めるなど，組織壊滅を主眼とした捜査を強化し，うち45事件を検挙・解

決している。

14年の特徴としては，建設機械等を使用して現金自動預支払機（ＡＴＭ）等を機械ごと盗み出すという大

胆な窃盗事件が多発しており，14年中は57件（前年比48件増）の発生があった。

侵入盗の認知件数は，増加傾向にあり，検挙件数は平成13年までは減少傾向にあったのが，14年に増加に

転じた。検挙人員は1万人台で推移している（図3-6参照）。

また，14年におけるピッキング用具を使用した侵入盗事件の認知件数は1万9,121件で，減少傾向にあるが，

都市部に集中していた被害が全国へ広がっている（図3-13）。さらに，ピッキングのほか，サムターン回し（注2）

等の手口の侵入盗が増加している。

組織窃盗事件の深刻化とその対策

（注１）組織窃盗とは，多数の被疑者が，首魁による指揮統制の下に，下見，窃取，盗品の運搬，処分等各行為を分担又は共同して行う窃盗犯罪をいう。
（注２）サムターン回しとは，建物錠が設けられている戸の外側から器具を挿入して当該建物錠のサムターン（かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。）

を回転させ解錠する侵入手口をいう。
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（1）組織窃盗事件の深刻化

12年5月から14年2月までの間，来日中国人の男（27）らは，窃盗組織をつくり，東北から中部，四国

の広域にわたり，主としてスーパーマーケットを対象として金庫を搬出する窃盗を繰り返していた。9月までに，被疑者

30人を窃盗罪等で検挙し，14都県下における金庫破り事件等約300件の犯行を確認し，組織を壊滅した（静岡，長野，

山梨，岐阜，愛知，三重，滋賀，香川）。

事例1

11年4月から13年7月までの間，来日中国人の男（37）らは，窃盗組織をつくり，東北，関東，近畿地

方の広域にわたり，主として会社事務所等を対象にピッキング用具等を使用して侵入する方法で窃盗を繰り返していた。

14年9月までに，被疑者36人を窃盗罪等で検挙し，16都県下における事務所荒し事件等約580件の犯行を確認し，組織

を壊滅した（警視庁，新潟）。

事例

（2）侵入盗の認知・検挙状況

14年6月，男（38）他2人は，大阪市内において，窃取した油圧ショベル等を使用してＡＴＭを破壊し，

現金約490万円を窃取した。11月，窃盗罪で検挙した（大阪）。

事例2



自動車盗の認知件数は，平成10年までは3万5,000件前後で推移していたが，11年から急激に増加した（図

3-14）。自動車盗は，盗難自動車の不正輸出を目的に，暴力団や来日外国人等により組織的に敢行される事例

が多く，国際組織犯罪の一つとして，官民一体となった総合的な対策を推進している。

197

第
3
章

犯
罪
情
勢
と
捜
査
活
動

（件） 

年次 
区分 

71 

69 

64

320 

179 

146

11,089 

4,727 

4,306

10,828 

7,673 

8,853

2,401 

2,303 

1,986

3,646 

4,208 

2,913

279 

119 

212

67 

31 

72

510 

259 

569

29,211 

19,568 

19,121

12 

13 

14

全国 九州管区 四国管区 中国管区 近畿管区 中部管区 関東管区 警視庁 東北管区 北海道 

0

5,000

10,000

15,000
12年 13年 14年 

29,211
19,568
19,121

図3-13 管区別ピッキング用具を使用した侵入盗の認知件数の推移（平成12～14年）

（件） （人） 

認知件数 検挙人員 検挙件数 

区分 
年次 

35,648 

19,739 

6,331

34,725 

19,717 

5,896

35,730 

20,821 

5,806

33,722 

19,264 

5,380

34,489 

18,291 

5,264

35,884 

18,210 

5,495

43,092 

15,241 

5,028

56,205 

11,415 

4,590

63,275 

13,390 

4,933

62,673 

12,791 

4,775

認知件数（件） 

検挙件数 

検挙人員（人） 

141312111098765

0

20,000

40,000

60,000

80,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

図3-14 自動車盗の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）

（3）自動車盗の認知・検挙状況

9年8月から13年11月までの間，男（48）らは，窃盗組織をつくり，東北，近畿，四国，九州の広域に

わたり，主として貴金属店，質店を対象とした出店荒し及び高級自動車を対象とした自動車盗事件を敢行し，盗んだ車を

ロシアに輸出していた。14年7月までに，被疑者48人を窃盗罪等で検挙し，22都道府県下における出店荒し，自動車盗

等約730件の犯行を確認し，組織を壊滅した（福岡，佐賀，長崎，熊本，警視庁）。

事例
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q体制の整備と重点的な取締り
来日外国人や暴力団組員等による組織的な窃盗事件が多発していることから，各都道府県警察の捜査体制を

整備し，組織実態や盗品の処分ルートの解明並びに組織壊滅等に向けた組織窃盗対策を推進している。

w自動車盗対策
警察庁では，組織的に敢行される自動車盗事件を特定重要窃盗犯の1つに定め，都道府県警察に対し，取締

りと防犯での緊急の取組みを指示している。

また，警察では，「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」で策定した「自動車盗難等

防止行動計画」に基づき，自動車ナンバー自動読取システムを整備するなどして自動車盗の検挙，被害回復を

推進する，（社）日本自動車工業会等へ自動車盗の手口に係る情報を提供するなどして盗難防止性能の高い自

動車の開発を図るよう働きかける，盗難自動車の不正輸出防止対策として警察が保有する盗難自動車等に係る

情報を税関において活用できる体制を構築するなど，様々な施策を推進している。

e建設機械等を使用したＡＴＭ等窃盗対策
建設機械等を使用したＡＴＭ等を対象とする窃盗事件は，犯行手段が大胆で，被害金額が高額であり，模倣

性が強いことから，社会的な影響が大きい犯罪である。

警察では，発生した事件について，収集した現場資料や目撃情報等の分析を踏まえ，関係都道府県警察間に

おける積極的な捜査情報の交換等を行い，所要の捜査体制を確立し，犯人の早期検挙に向けた捜査を推進して

いる。

（4）組織窃盗対策



平成14年のカード犯罪（注）の認知件数は4,938件，検挙件数は3,521件，検挙人員は918人で，いずれも減

少傾向にある（図3-15）。検挙件数3,521件のうち，窃取・拾得したカードを使用したものが1,946件（前年

比1,027件減），偽造したカードを使用したものが769件（前年比191件増）で，それぞれ全体の55.3％，

21.8％を占めている。

警察は，平成12年9月に設置された全国クレジットカード犯罪対策連絡協議会を通じて，カード犯罪の発生

状況，手口に関する情報の交換を行うとともに，加盟店等にカード犯罪に対する捜査協力やスキミング等の不

正使用防止対策への協力を呼びかけており，サイン照合等の徹底，信用照会端末の設置による照会体制の強化，

ＣＰＰ（Common Purchase Point：偽造されたカードの真正な所有者が共通に利用している店舗）に関する

情報の収集，偽造・変造がされにくく本人確認が容易で不正使用防止に極めて有効であると考えられるＩＣカ

ードの導入等の対策が関係業者により進められている。

カード犯罪
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（1）カード犯罪の認知・検挙状況

（注）クレジットカード，プリペイドカード，キャッシュカード及び消費者金融カードを悪用した犯罪をいう。

（件） （人） 

区分 
年次 

8,585 

8,268 

1,294

8,740 

8,122 

1,229

6,671 

6,204 

1,186

6,396 

5,586 

1,054

11,714 

11,368 

1,433

6,174 

5,616 

1,230

5,991 

5,032 

1,213

6,970 

4,514 

1,803

5,527 

4,080 

921

4,938 

3,521 

918

認知件数（件） 

検挙件数 

検挙人員（人） 

141312111098765

0

2,000

4,000
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8,000
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14,000

0
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注：5年から12年までの数値は，プリペイドカードを悪用した犯罪に係るものを含んでいない。 

認知件数 検挙人員 検挙件数 

図3-15 カード犯罪の認知・検挙状況の推移（平成5～14年）

13年12月，千葉市内の風俗店従業員の中国人の女（44）は，同店において，ハンディスキマーと称され

る装置を使用して，客のクレジットカードの磁気ストライプ部分に記録された情報を不正に取得した。14年3月，女を支

払用カード電磁的記録不正作出準備（取得）罪で検挙した（千葉）。

事例

（2）カード犯罪対策
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国会議員の秘書等が，議員の影響力を利用して官・業の間を取り持ち不正に資金を得ている実態が明らかに

なる一方で，地方公共団体の長らによる贈収賄事件や買収等の選挙違反の摘発が依然として続いており，これ

ら政治的・構造的不正の追及を求める国民の声はかつてない高まりをみせている。警察では，こうした不正事

案に対する捜査体制の整備を図るとともに，専門的知識・技能を有する捜査員の育成強化に努めており，また，

不正の実態に応じた刑罰法令を幅広く適用するなどして事案の解明を進めている（図3-16）。

平成14年中の贈収賄事件の検挙事件数は73件，検挙人員は209人である。検挙人員のうち，首長，地方議

会議員の検挙人員は，それぞれ16人，18人となっており，引き続き高い水準で推移している。

平成13年3月1日に施行された公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律を初適用し，

14年5月，和歌山県警察において，橋本市議会議員らによる公共工事の指名業者選定をめぐる同法違反事件を

検挙している。

政治的・構造的不正事案

（件） 

区分 
年次 

71 

15 

－ 

1 

87

67 

13 

－ 

2 

82

64 

20 

－ 

1 

85

85 

20 

0 

1 
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73 

15 

1 

4 

93

1413121110

贈収賄　　　　　　（件） 

談合・競売入札妨害 

あっせん利得処罰法違反 

政治資金規正法違反 

合計 

0
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政治資金規正法違反 

あっせん利得処罰法違反 

談合・競売入札妨害 
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注：統計中には，公職選挙法違反事件は含めていない。 

図3-16 政治的・構造的不正事案の検挙状況（平成10～14年）

（1）贈収賄事件

多摩市長（44）は，同市長選挙に立候補を決意表明していた11年3月ころから4月ころまでの間，前後4

回にわたり，設備会社社長（57）から，市長に当選した場合に担当する同市発注の水道施設工事に関し，指名業者に選定

してもらいたい旨の請託を受けて，その謝礼として現金合計1,000万円の供与を受け，もって将来担当すべき職務に関し

請託を受けて賄賂を収受した。また，同市長は，10月ころ，一般産業廃棄物等の収集運搬処理会社社長（53）から，同

市が発注する廃棄物の収集運搬業務に関し，同収集運搬業務の委託を受けたい趣旨で供与されることを知りながら，現金

600万円を収受した。14年2月，収賄罪で，3月，事前収賄罪で検挙した（警視庁）。

事例1

経済産業省原子力安全・保安院職員（45）は，原子力関連事業に係る情報提供等有利便宜な取り計らいを

したことの謝礼として，10年5月ころから14年1月ころまでの間，前後五百数十回にわたり，情報処理会社の元代表取締

役（39）らから，現金合計約2,200万円を収受した。7月，収賄罪で検挙した（警視庁）。

事例2

（2）あっせん利得処罰法違反事件



平成14年中の談合及び競売入札妨害事件の検挙事件数は15件，検挙人員は84人である。

q国政補欠選挙及び一般地方選挙の違反取締り
国政補欠選挙及び一般地方選挙の違反取締りにおいて，首長，市幹部職員，各種議会議員等を検挙している。

w特定の寄附の禁止違反事件，政治資金規正法違反事件
14年中の公職選挙法の特定の寄附の禁止違反事件，政治資金規正法違反事件については，佐賀県議会議員

による公職選挙法違反（特定の寄附の禁止違反）・政治資金規正法違反事件等を検挙している。

公務員が自己の職務に関して行った詐欺，業務上横領等の公務員犯罪については，平成14年中は，徳島大

学医学部教授らによる補助金返還をめぐる詐欺事件等を検挙している。
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（3）談合・競売入札妨害事件

（4）選挙違反等の取締り

阪神高速道路公団大阪管理部次長（59）らは，11年12月及び12年12月にそれぞれ執行された環境対策

工事の指名競争入札に関し，設計金額の概数を建設会社の実質経営者らに内報するなどして同建設会社に落札させ，偽計

を用いて公の入札の公正を害した。14年11月，偽計入札妨害罪で検挙した（大阪）。

事例1

釧路町長選挙において，釧路市長（56）らは，共謀の上，平成14年10月ころ，部下職員に対し，その職

務上の地位を利用して，候補者への投票及び投票取りまとめ等の選挙運動を依頼した。11月，公職選挙法違反（公務員の

地位利用）で検挙した（北海道）。

事例

長崎市議会議員（57）は，13年5月に執行された「ふれあいセンター」新築主体工事の公募型指名競争

入札に関し，同市担当職員から最低制限価格比率の教示を受けて，土木建築会社の役員に内報するなどして同社に落札さ

せ，偽計を用いて公の入札の公正を害した。14年10月，偽計入札妨害罪で検挙した。このほか，現職市議会議長ら4人

の長崎市議会議員も同様に偽計入札妨害罪で検挙し，うち1人については賄賂を収受したことが判明し，あっせん収賄罪

で検挙した（長崎）。

事例2

佐賀県議会議員（67）は，11年3月ころ及び5月ころの2回にわたり，県議会議員選挙に関し，県との請

負契約関係にある建設会社2社の代表取締役らから現金合計80万円の寄附を受けたほか，当該選挙に当選後，会社等の団

体から政党及び政治資金団体並びに資金管理団体以外の者に対する政治活動に関する寄附は禁止されているにもかかわら

ず，5月ころ，土木建築会社2社から現金100万円の寄附を受けた。14年2月，公職選挙法違反（特定の寄附の禁止違反）

で，3月，政治資金規正法違反で検挙した（佐賀）。

事例

（5）公務員犯罪



バブル経済崩壊後の長引く不況と不良債権処理の加速化に伴い，数多くの企業が経営破綻
たん

に至ったが，破綻

に至る過程又は破綻処理の過程における企業経営陣による経済取引の健全性・公正性を大きく害する不正事犯

が顕在化している。このような経済活動に伴う犯罪では，その背景，動機，実行行為等を明らかにするため，

伝票，帳簿類等の客観的な資料に基づいて企業等の財務の実態

を解明すること（財務捜査）が必要不可欠であることから，警

察庁では，各都道府県警察に高度な機能を備えた財務解析機器

を整備しているほか，平成15年4月に設置した警察大学校財務

捜査研修センターにおいて，全国の捜査員を対象に，簿記等の

財務捜査に必要な知識や効果的な財務捜査手法等に関する研修

を行うとともに，最新の企業会計制度等に即した財務捜査手法

等の調査研究を行っている。また，都道府県警察においても，

公認会計士等の資格を有する者を財務捜査官として採用するな

どの体制強化に努めている。

平成14年中の金融・不良債権関連事犯の検挙事件数は，173件（75件（注））で，前年に比べ29件（26件）

減少した。内訳をみると，融資過程における詐欺，背任事件等の検挙が25件（9件），債権回収過程において

民事執行を妨害するなどした競売入札妨害，公正証書原本不実記載事件等の検挙が73件（63件），その他の金

融機関役職員による詐欺，背任事件等の検挙が75件（3件）となっている（図3-17）。

金融・不良債権関連事犯と企業犯罪

（注）（ ）内は，暴力団，暴力団構成員，準構成員，総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロに係る金融・不良債権関連事犯の検挙事件数を示す。
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区分 
年次 
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93 
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図3-17 金融・不良債権関連事犯の検挙状況（平成7～14年）

（1）金融・不良債権関連事犯

財務捜査の研修風景



平成14年中の企業犯罪については，会社役員らによる詐欺事件，会社更生法違反事件，破産法違反事件，

商法違反（特別背任）事件等を検挙している。
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信用組合会長（84）らは，共謀の上，自己及び同会長が実質支配するゴルフ場経営会社の利益を図り，同

信用組合に損害を加える目的をもって，同組合の任務に背き，同社が実質的に経営破綻に陥っていた上，有効な担保余力

のある資産を保有していないことを知りながら，十分な担保を徴求しないなど貸付金を安全確実に回収するための適切な

措置を講ずることもなく，9年9月から11年3月までの間，数十回にわたり，同社に対し総額約51億円の貸付けを実行し，

同信用組合に同額の財産上の損害を加えた。14年1月，背任罪で検挙した（大阪）。

事例1

信用金庫理事長（74）らは，共謀の上，自己の利益を図り，同信用金庫に損害を加える目的をもって，同

信用金庫の任務に背き，同理事長に対する既存の貸付けについて担保が大幅に不足しており，新たに貸付けを行えばその

回収が困難になることを十分認識しながら，担保を徴求しないなど，その回収を確実にするための万全の措置を講じない

まま，12年10月から13年8月までの間，十数回にわたり，同理事長に対し総額約1億3,400万円の貸付けを実行し，同

信用金庫に同額の財産上の損害を加えた。14年11月，背任罪で検挙した（大阪）。

事例2

食肉製品製造販売会社役員（61）らは，共謀の上，ＢＳＥ（いわゆる狂牛病）対策として政府が実施する

国産牛肉の買い上げ事業に関し，13年11月ころ，同事業の実施主体である協同組合に対し，同事業の対象でない輸入牛

肉を含む合計約280トンの牛肉がすべて同事業の対象である国産牛肉であるかのように装って，買入方を申し込み，14

年1月ころ，同組合から売買代金の一部として，約1億9,600万円の振込入金を受けた。5月，詐欺罪で検挙した（兵庫，

北海道，警視庁，埼玉）。

事例1

造船会社社長（63）らは，事業主等が行う職業訓練に対して県が助成・援助する生涯能力開発給付金制度

を利用し，同社が給付金の支給要件に適合する職業訓練を実施したかのように装い，県に対し，職業訓練を実施した旨記

載された給付金支給申請書を提出した上，申請内容等の調査に訪れた県の担当者に対し，訓練を実施した旨の虚偽の事実

を申し向けるなどして，その旨誤信させて給付金の支給を決定させ，12年12月及び13年12月ころ，数回にわたり総額

約3億7,700万円の振込入金を受けた。14年6月，詐欺罪で検挙した（長崎）。

事例2

（2）企業犯罪



偽造日本銀行券については，平成11年以降，発見枚数（注）が増加傾向にある（図3-18）。また，14年につい

ては，検挙に伴う捜索等により行使前の偽造銀行券が多数押収されている。

偽造銀行券の特徴的傾向としては，商店等における対面行使が可能なほど精巧な外観を有するものや，両替

機，自動販売機等の機械に対して行使可能なものが増加していることが挙げられる。事件の特徴的傾向として

は，同一の被疑者によって偽造銀行券が大量に偽造されていること，被疑者が低年齢層に広がってきているこ

となどが挙げられる。

これらの特徴的傾向の背景としては，パソコン用プリンタ等の機器の普及・高性能化が進み，これらの機器

を利用することにより，精巧な偽造が容易になっていることが挙げられる。

警察では，商店等に対し偽造通貨行使事件に対する注意喚起等を行うなど，商店等との連携を深めて犯行の

続発防止，被疑者の早期検挙に努めている。また，最近の自動販売機等に対する行使事件対策として，所要の

防止策が講じられるように，通貨の発行当局，自動販売機メーカー等との連携を図っている。また，偽造抵抗

力強化の観点から，現行の日本銀行券一万円，五千円及び千円については，平成16年度を目処に様式を新た

にして発行される予定である。

通貨偽造犯罪

（注）発見枚数とは，届出等により警察が押収した枚数を指す。
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（1）発見状況

（2）特徴的傾向

（3）対策

14年1月，東京都，静岡県，大阪府等の商店街等において，10年前に行使されたものと同一の特徴を有

する精巧な偽造日本銀行券一万円が行使された。5月までに，行使被疑者として来日外国人13人を検挙するとともに，共

犯被疑者を国際手配している（警視庁，静岡，大阪）。

事例1

ダンプ運転手（30）らは，自動販売機に行使可能な日本銀行券千円を偽造し，13年11月ころから14年

1月ころまでの間，大阪府内の公衆電話ボックス内に設置されているテレホンカード自動販売機等に挿入して行使した。2

月，通貨偽造罪等で検挙した（大阪）。

事例2

（枚） 

（年） 

区分 
年次 

752 

8 

- 

47 

807

2,346 

1,051 

- 

25 

3,422

2,394 

1,671 

2 

190 

4,257

3,207 

1,274 

4 

3,128 

7,613

6,815 

754 

5 

12,637 

20,211

1413121110

一万円（枚） 

五千円 

二千円 

千　円 

合　計 
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10 一万円 五千円 二千円 千円 

図3-18 偽造日本銀行券の発見枚数の推移（平成10～14年）



告訴・告発は，国民が，捜査機関に対し犯罪事実を申告して，その犯人の処罰を求める意思表示である。告

訴・告発の受理やその捜査は，犯罪被害者対策の観点からみると，犯罪被害者の救済手段である。警察庁にお

いては，指導体制の強化により，都道府県警察に対する個別具体的な業務指導を実施するとともに，各種教養

の充実を図っており，都道府県警察においても，捜査体制の強化や告訴・告発事件捜査強化月間等を実施する

などの取組みを行っている。

告訴・告発事件の受理及び処理の現状をみると，受理件数は，国民の警察に対する要望や期待の高まりを反

映して，最近3年間は年間3,000件を超える高い水準で推移している一方，処理件数は12年以降増加傾向にあ

り，各種取組みの成果が現れつつある。今後も，引き続き，告訴・告発の取扱いの適正化と迅速的確な捜査の

推進を図ることとしている（表3-1，表3-2，表3-3）。

知能犯捜査部門における告訴・告発の取扱い状況
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2,478 

2,554 

3,015

受理件数（件）  

処理件数  

未処理件数  

区分 
年次 10

2,372 

2,428 

2,975

11

3,449 

2,713 

3,715

12

3,319 

3,167 

3,867

13

3,035 

3,339 

3,563

14

表3-1 最近5年間の告訴・告発受理処理状況（平成10～14年）

2,041 

1,298 

3,339

受理後1年未満 

受理後1年以上 

合計  

区分 
状況 処理件数（件） 

61.1 

38.9 

100.0

比率（％） 

表3-2 期間別処理状況（平成14年）

1,569 

1,994 

3,563

受理後1年未満 

受理後1年以上 

合計  

区分 
状況 処理件数（件） 

44.0 

56.0 

100.0

比率（％） 

表3-3 期間別未処理状況（平成14年）
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